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1物品関係   

（1）用紙  

（2）文房具・事務用晶  

（3）文書保存箱  

（4）印刷物  

（5）衛生用紙  

（6）衣料品等  

（7）什器（オフィス家具）  

（R）照明・家電製品  

（9）OA機器  

（10）自動車   

ア 品名  

多摩市が調達する物品のうち、購入頻度が高く、かつ数値等により明確な判断の基準が設   
定できる物品等を対象とした。  

イ 選択基準   

「多摩市グリーン購入推進方針」に定める、製品・サービス等の選択基準を示した．。  

り 環境配慮仕様  

現時点で最低限考慮すべき当該製品の環境配慮事項こについては、「水準1」とし、要件で   
はないが配慮することが望ましし、事項については「水準2」とした。   

エ 備考   

適用条件や努力目標などを示した。  

※古紙については平成20年4月1目付20多総総第9号平成20年度物品・備品購入及び印刷   
製本に係る総務契約課契約受付並びに注意事項等について（通知）によるものとする  

（1）用紙  

】■．．－ト名   選択基準及び環境配慮什様   備考   

複写機用紙   ・古紙パルプ配・含率100（〕ノこ，  

・白色度70し1′こ）程度以下   

OA用紙（フォーム用紙等）   ・占‾紙パルプ配合率70（舛）以L   機械読み取り用紙（0  

・白色度70％程度以下  
CR用紙等）は除くリ  

・塗工されているものについては、塗l■．料が画面で12g／nf  

以卜であること   

（2）文房具・事務用品  

品名   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

【筆記具】  

シャープペンシル   再生材を使用   

シャープペンシ′レ替芯   再生材を使用（ケース）   

ボールペン   再生材を使川   

水性マーカー   再生材を使用   

サインペン   再生材を使用  



蛍光ペン   再生材を使用   

鉛筆   再生材を使fH   

占7．も   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

【テープ類】  

セロハンテーフ   ■l■▲紙バ／レフ配合率100（沫，（巻き芯）   

布粘着テープ   製品本体に／っいて再生材を使用  
巻き芯について古紙バルブ配合率100ワ′i二   

【紙製品】   

封筒   ■㌧紙ノ（ルブ配合率100％、ト1色度70ワイ，程度以F   

封筒クラフト   古紙パ／レプ配合率100ワ′r，   

長紙の古紙バルブ配合＊00％以上、  
ノート  

中紙の古紙バ／レフ配合率80γ）以卜白色渡70（瑳，程度以卜   

付箋   ｛▲紙パルプ配合率100ワ′ご，   

ラベルの■【」▲紙パルプ配合率100｛舛，、白色度70ワ′量封患以F  
インデックス  

はく離紙の〟紙パルプ配合率100（払   

プリンターラベル   ラベル、はく離紙二再生紙使川   

【ファイ′レ矧】   

プラ、ソトファイ′しノ   古紙パルプ配合率100（｝ノ乙，   再生材∽蛙準とLて、  

／式フ∵イ／レ   【l」旬tパルプ配合率70〔冥）以⊥   金属を除くト要材料  
が、次のい／づれか（ノ）  

パイプ．ぺファイル   条什を満た寸二とノ  

ボックスファイル   古紙パルプ配合率80（ポ）以上   ①プラスチックの場合  

カットフォノレダー   古紙ノ〈′レブ配合率100（ブイ，   にあっては、再生プラ  
スチックがプラスチック  

個別フォルダー   古紙ノ（′レプ配合率100％   重量のノ10（舛、以二使川  
持ら＝しフォルダー   古紙ノくルプ配合率100％   されていることリ  

クロース表紙   表紙芯材板紙の古紙バ／レフ配合率100（粥）   せ木賃の場合にあっ  
ては、間伐材などの材  

クリアファイ／レ   再生材を使用   木が仙用されていろニ  

クリアケース   再生材を使用   とこ）  

クリアホルダーー   再生材を使用   
③紙の場合にあ／〕て  

は、紙の原料は】1】‾紙  
【その他】   配合率が50％以上で  

定規   再生材を他用   あること。  

のり（液」ノミ、スティック）   再生材を伏用（容器）   

はさみ   再生材を使用（′＼ンドル部分）   

連射クリ、ソプ   再生けを使用（本休）   

修正f†を、修正テープ   再生けを仙用（本体）   

ス丁、－フフー   再生材を使用（カバー部分）   

スタンブ台 、朱肉   再生材を使用（ケー膿ス）、インク又は液が声Iri充できること   

トナーカートリッジ   リサイクル品を使用  

く水準l＞  
・建築物内装用（鉄部も含む）  

有害金属を配合しない塗料であって、水性塗料であろことrJ  

（有害金属：鉛、クロム類0．05％以卜、VOC：10％以下）  
・建築物外装用  

有害金属を配合しない塗料であって、従来瑚容剤聖塗料と  

比較しVOC含有量を低減した塗料であること（有害余属：  

鉛、クロム粗0．051‰以下）   

（注）1．「再生フうスチックとは、製品として利用された後に廃棄されたプラスチ、ソク及び製造工程の廃棄ルートから  

発生すろプラスチック端材又はイく良品を再生利用したものをいう（ただし、原料としてl百」1程利用されるも州ま除  
／1  
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＼ノ  

2．文具類仇共通塵準は、余属以外げ）上要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用していろ場合に定めたも〝）で  
あり金属が主要材料であ／）て、プラスチック、木質又は紙を他用していないものを排除するものではない〕   

（3）文書保存箱  

品名   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

文吉保存箱   古紙パルプ配合ヰ三日O％以L  

（4）印刷物  

晶名   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

パンフレット穎   （川紙）   契約のl斜こ仕様書等   

（ノくンフレット、ポスター、チラシ  に記載すること  
等）   

（印刷インキ）  

く水準l＞  

・オフセット枚葉印刷については、甘露族成分1（琵，以卜の溶  
剤（動植物油系などの溶剤を含む丹）みを用いる印刷川イ  

ンキを使川していること  
く水準2＞  

・fl’油系溶剤を使川しないインキを使川していること  

・イソプロビルア／レコール（IP八）を極力使川Lないこと，   

報告こ吾類   
（川紙）   契約叫斜こ什様苦等  
本文、長紙とも■t】1祇ノミルプ配合率70（沫，以仁、本文〃）白色度  に記載すること  

70ワ′i、程度  

（印刷インキ）  

く水準1＞  

・オフセット枚柴印刷について上土、芳香族戌分が1％以下の  

i谷剤（動植物洒系などの溶剤を－含む）〔けみを用いる印刷用  

インキを使用していること  
＜水準2＞  

・r」‾油系溶剤を使川しないインキを使川していること  

・イソプロピルアルコール（1P八）を極ノ」他用しないこと   

（5）衛生用品  

品名   選択基準及び環境配慮什様   備考   

トイレ、ノトペーパー   ［上，一紙パルプ配合率100％  

丁イッシュペーパー   古紙バルブ配合率100（‰  

石けん   石鹸を使用 く水準2＞  

（6）衣料品等  

品名   環境配慮仕様   備考   

災吉対策川カー／，ミット・毛布  再生PET樹脂からつくられるホリエステルの他用  

貸与被服   再生PET樹脂からつくられるポリエステル等の再生材料を  その機能、品質に支  

使用   障がないことが確認さ  

れた場合に適用する   
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（7）什器（オフィス家具）  

L【．J】ケ，   選択基準及び環境配慮什様   備考   

オフィス家具（椅子、机、棚、収  ＜水準1＞  
納川什器、「トーバーーティション、  ・長期使用を可能にするため、修理・メンテナンス体制が充   
コートハンガー、傘＼t／て、掲ホ  美していること   

板、黒板、ホワイトボード）   ・省資源、部品の再使用、素材（丹ノサイクルに配慮した設計  

がなされていること  

・使川済み製晶の回収、再使ノ叶トリサイクルげ）体制がある二  

・ホルムアルデヒドの発散量が少ないこと  
・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン、エチルベンゼ  

ン、スチレンの発散是が少ないこと  

・椅了一については、容易に弧■】．】一を交換できること  
・再生材料が多く性われていること  

＜水準2＞  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定の臭素系難燃剤（P  

日日類、PljL）E類）を榔力含まないこと  
・適切に管．哩された森林等から得られた木材等を使用する  

二とっ  
・塗裳に打機溶剤及び臭気の少ない塗料が他用されている  
ーし  

（8）照明・家電製品  

■1J，名   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

蛍光管・蛍光灯照明器具   
／水準1ノ 古電力型  

＜水準2＼ttlインバータ方ぺ器具であること   

二Lアコン   ＼二水準1／  

・＿IIS規格牒、二Lネラベリング制度において、宥、ェネ基準達成  

率100％以⊥（緑色のマーク）のもの  
・冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質がイ吏  

川されていないこと  
■卸．■】ノ，の軒別川や素材の再′生利川がしやすいょうな設計が  

されていること  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定V）臭素系難燃剤（P  

BB類、PBl）E類）を榔力含まないこと  
・再生プラスチックけが多く仕われていること  
＜水準2＞  

・省エネ基準達成率が以Fのもの（東京都省エネラベリング  

制度相対評価基準による八∧A相†ナ1）  

2．5k＼1r以卜115（琵，以上  

2．5kw超～3．2kw以卜125？；，以上  
3．2kw超～4．Okw以F140％以L  
・製品の素材表示がなされていること   
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く水準1＞  

・JIS規格省エネラベリング制度において、省エネ基準達成  

率100％以L（練色のマーク）のもの  
・冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使  

用されていないこと  
・部品〃／）再利用や素材の再生利用がしやすいような設計が  

されていること  

・鉛、水銀、カドミウム、人価クロム、特定の臭素系難燃剤（†一  

日口煩、P【i【）1二類）を極ノ」含まないこと  
・再生プラスチック材が多くイむわれていること－  

ん■一名   選択基準及び環境配慮仕様   備考   

冷蔵鍵   く水準2ヽ  

省エネ某準達成率が2∠15（冥，以L（東京都省エネラベリング  

制度相対評価基準による八AA相当）  
・製㍊一げ）素材衣ホがなされていること  

冷媒及び断熱材発泡剤にハイドrrフルオロカーボンが使川  

されていないこと   
テレビ   く水準1＞  

・．IIS規格省エネラベリング「lうり蛙において、省工諷法華達成  

率100％以⊥（緑色のマーク）ソ）もJの  

・子、ヒ機帖消費電力が少ないもの  

・部品の再利用や素材の再・t利川がしやすいような設計か  
されていること  
・鉛、水銀、カドミウム、ノく価クロム、特定げ）計素系難燃剤仲  

日日穎、PBローて類）を極力含まないこと  
・再生プラスチック材が多く仙われていること  

く水咋2＞  

・ブラウン管テレビにおいては、省エネ基準達成ヰ甘吊0一打）  

以Lであること  
（東京都省エネラベリング制度柚対評価基’7槻こよる八∧八柑  

当）  

・製．1．■－の素材表ホがなされていること   

ビデオ   く水準1＞  

・年間消費′毒力量がより少ないも（ノ）  

・待機時消費竃ノ」が少ないもの  

・部品の再利用や素材の再生利川がしやすいょうな設計が  

されていること  
・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定の臭素系難燃剤（1）  

BB美白、P目口E類）を極力含主ないこと  
・再生プラスチック何が多く使われていること  
く水準2＞  

・製品の素材衣示がなされていること   

（9）OA機器  

．■，－】一名   選択基準及び環境配慮什様   備考   

コピー機・プリンタ・フつ′クシミリ  、＼水準1＞  

・l七l際エネ／レキースタ一計画基準に適合していること  

部〃一の再別件代つ素材ノ）再生利用がしやすいょうな設計が  

されていること  
・紙（ノ）使用量を削減できる機能が付いていること  

（両面コピー／印刷機能、複数ページコピー／印刷機能）  

・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定げ）臭素系難燃剤（P  

RR類、PB工比類）を極力含まないこと  
・再使用部品や再牛プラスチソク材が多く仙われている二  

十   一r⊃  

く水準2＞  

・製品の素材表示がなされていること   
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スク、キーボ、－ド、マウス、各種  
ドライブを含む）  パソコン（モニター、ハードディ  

く水準1＞  

・国際エネルギースター計画基準に適合していること  

・部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計が  
されていること  

・鉛、水銀、カドミウム、六仰クロム、特にの臭素系難燃剤（l）  

上iR類、P上うnE類）を極ノ」含まないこと  
・同梱される自社製品のユーザナマニュアルの作成イl」刷  

にあたって環境に配慮されていること  
■再生材料が多く使われていること  

＜水準2＞  

・至毀昂，の素材表ホがなされていること  

（10）自動車  

■晶名   選択基準及び環境配慮仕様   粧考   

白動垂   く水準1＞   用途に支障がある場  
・東京都指定低公害車であること1また、エネルギー使用の  含を除く  

合理化に関する法律に湛づく燃費怯華が設定されているも  
のは、二の基準を満たすこと  
く水ft∈2＞  

・鉛、水銀、カドミウム、ノく仰クロムを植ノ」f‡まないこと  
・部品の再利上Flや素材の再牛利鞘がしやすいような設計が  

されていること  
・「卓二室内＼′T〔）C低減に関する自上取畑組み（鉦劫車丁業  

会）」（′）基準を満たしていること   
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2 公共工事関係  

（1）公共工事における資材・建設機械・工法及び目的物  

ア 目 的  

多摩市の発注する公共工事においては、資材・建設機械・工法及び目的物の調達に際し   

て、十分な環境配慮を行い、環J亮負荷の低減を図るものとし、以下の事項に基づき調達を行   

。  

イ 基本的考え方   

本方針の作成に当たっては、以下の基本的考え方に基づき、環境物品等及び環境  

影響物品等の選択を行う。  

（ア）環境物品等の使用の推進   

公共工事（道路、公園、市街地整備、庁舎営繕、公営住宅、廃棄物、水道、下水道、   

教育、医療、福祉。以下同じ。）の実施に当たっては、以下の基本的考え方に基づき、環   

境物品等の使用を推進する。  

a 建設資源循環への寄与  

○建設工事から発生する建設副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目  

的物の使用を推進し、建設資源循環の情築を図る。  

b 廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化  

○一般廃棄物焼却灰、浄水場発生上、下水汚泥焼却灰など廃棄物処理に伴う副産物  

をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目的物の使用を推進し、廃棄物げ）減量  

化及び最終処分場の延命化を図る。  

c 他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化  

○他産業から発生する廃棄物の処理に伴う副産物をもとに製造等される資材、建設機  

械、工法、目的物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化を図る。  

d 市及び都内産の資材の活用  

○都内産木材、都市鉱山（都内の建築物や土木工作物に蓄積された鉄、コンク  

リート、アスファルトコンクリートなど）、街の森（市及び都内の住宅等に蓄積された木  

材など）、その他市及び都内で発生する廃棄物などから製造等される資材、工法、臼  

的物の使用を推進し、建設資源の循環、森林の育成、自然環境の保全、地場産業の  

振興等を図る。   
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（イ）環境影響物品等の使用抑制  

公共工事の実施に当たっては、以下の環境影響物品等の使用を抑制する。  

○原材料の調達や製造に環境破壊を伴うもの、使用することにより環境に悪影響を与え  

るもの、エネルギーや資源を浪費するもの等、環境影響物品等の使用を抑制し、市民の  

健康で安全な生活の確保、自然環境の保全等を図る。  

（例）  

・フロン含有資材・アスベスト含有資材・適切に管理されていない森林から伐採された   

熱帯雨林合板  

・鉛や六価クロムを含む顔料、揮発性有機化合物（VOC）を大気中に排出する塗料や資   

材  

・六価クロム、水銀、カドミウム、鉛及び難燃剤にポリ臭化ビフェニール及びポリ臭化ジフ   

ェニルエーテ／レを含む資材  

・ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどのシックハウス原因物質を放出する資材  

・山砂等を土砂利用工事に使用する場合  

・その他環境に影響を与えるもの  

（ウ）公共工事での環境配慮  

公共工事グ）実施に当たっては、環境配慮を行うものとし、本方針に基づくほか、関係法   

令・各種計画・指針類等を遵守若しくは準拠・整合する。  

ウ 適用範囲  

本ガイドラインは、多摩市が施行する公共工事において、多摩市グリーン購入推進方針及   

び多摩市グリーン購入ガイドラインの主旨に基づき適用するものとする。  

また、資材・建設機械・工法及び目的物の調達に際しては、東京都環境物品調達方針を   

準用するものとし、「環境物品等（特定品目）使用予定（実績）チェックリスト」等の作成は、起   

工額50（）万円以上の公共工事を対象とするが、それ未満の工事においても、各所管が必要   

と認めるものは作成することができるものとする。  
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